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⚠４月からの道路交通法の改正により自転車にも青切符           

◆４月から自転車にも「青切符」制度が導入 

道路交通法の改正により 2026年４月から、自転車の交通違反に「交通反則制度」（いわゆる「青切

符」制度）が導入されます。この青切符は自動車の交通違反の際に広く行われている違反処理の方法

で、今までは自転車には導入されていませんでした。 

これまでは自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」（飲酒運転など特に悪質性・危険

性が高いものに適用）等を用いた刑事手続による処理が行われていましたが、青切符の導入により、

手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及が

可能となるものとされています。 

 

◆青切符により検挙される違反例 

青切符により検挙される違反の一例として、信号無視（反則金 6,000円）、一時不停止（同 5,000

円）、携帯電話使用（同 12,000円）、制動装置（ブレーキ）不良（同 5,000円）等が挙げられます。 

青切符導入後も、自転車の交通違反に対しては基本的に「指導警告」を実施し、交通事故の原因とな

るような、「悪質・危険な違反」は検挙の対象とするとされていますが、検挙の対象が広がったこと

で、自転車の交通違反については取締りが強化されることになります。 

 

◆従業員への周知を 

通勤等で自転車を使用する従業員もいるところ、自転車への青切符導入は個人としては当然知ってお

くべき改正です。一方、業務において重大事故が起こった場合などは、企業に使用者責任が問われる

ケースなども想定されます。自転車の交通違反への取締り強化が進む中、自転車への青切符導入や、

自動車のみならず、自転車の交通違反防止については、ぜひ従業員に周知していきたいところです。 

 

⚠令和８年度より導入される「子ども・子育て支援金」           

◆子ども・子育て支援金制度とは 

子ども・子育て支援金制度は、少子化対策（児童手当の拡充、妊婦への支援給付、こども誰でも通園

制度、出生後休業支援給付および育児時短休業給付、国民年金第１号被保険者の育児期間に係る保険



 

 

 

料の免除）のための特定財源として、令和８年度から 10年度にかけて段階的に導入されます。 

 

◆開始時期と徴収方法 

令和８年４月分（５月末納付分）より、労使折半で子ども・子育て支援金を負担します。医療保険料

と同様、毎月の賃金ならびに賞与から徴収されることになっており、産休中や育休中の場合は免除さ

れます。制度の適用開始は、任意継続被保険者も同様です。 

 

◆支援金率と年収別の負担額 

負担額は、標準報酬月額ならびに標準賞与額に支援金率を乗じて求められます。支援金率は国が一律

で定めることとされており、0.24％から段階的に引き上げられ、令和 10年度に 0.4％になる予定で

す。被保険者一人当たりの平均負担額は、令和８年度では 450円、令和９年度では 600円、令和 10

年度では 800円と見込まれています。 

 

◆給与明細への表示 

こども家庭庁の事務連絡(2025.6.18)において、被保険者から保険料を徴収する際に保険料額の内訳

として支援金額を示すことは法令上の義務とはなっていません。ただし、制度への理解・協力を促す

観点から、給与明細書には医療保険料等と区別して表示することが望ましいでしょう。 

 

 従業員への説明や給与明細の修正対応ができるよう、理解と準備をしておきましょう。 

 

「育児休業等給付専用のコールセンター」が設置されています        

◆複雑化する実務 

 今年施行された改正育児・介護休業法の施行に伴い、従来の育児休業給付金に加え、出生後休業支援

給付金や育児時短就業給付金が新設され、申請書類や要件等がそれぞれ異なり、実務が複雑化してき

ています。そして、申請から給付まで、時間がかかることも問題になっています。 

 

◆コールセンターの設置 

 厚生労働省は、それらの問題を踏まえ 11月 17日に「育児休業等給付専用のコールセンター」を設置

しました。育児休業等給付に関する制度内容や申請手続、電子申請の処理状況の目安に関して、問い

合わせに応じてもらえます。 

 

◆問い合わせの対象となる給付金 

・育児休業給付金（支給期間の延長を含む） 

・出生時育児休業給付金 

・出生後休業支援給付金 

・育児時短就業給付金 

 

◆問い合わせの対象となる内容 



 

 

 

・給付金の内容や支給要件を知りたい 

・支給額がどのように計算されるか知りたい 

・給付金の申請手続を知りたい 

・支給時期や電子申請の処理の目安を聞きたい 

 ※具体的な支給日の回答は行われない 

 

 実務担当者にとっては、制度理解と、申請手続の管理、そして社内体制整備が必須実務となるでしょ

う。不明な点は、このコールセンターを活用してクリアしていきましょう。 

 

在留資格「留学」から就労資格への変更申請はお早めに           

◆出入国在留管理庁が呼び掛け 

外国人留学生の来年４月からの採用を予定されている企業の皆様には、早めの在留資格変更申請がお

勧めです。出入国在留管理庁は、４月入社を目指す留学生の申請は毎年１〜３月に集中し、書類不足

や提出の遅れがあると希望日までに審査が終わらない可能性があるとして、12月１日から１月末まで

の間に申請するよう呼び掛けています。申請前には出入国在留管理庁のホームページにある提出書類

一覧表を参照し、必要書類が揃っているか、慎重に確認しましょう。書類に不足があると結果が出る

日が遅くなり、入社手続に影響する可能性があります。 

 

◆新たに必要書類の省略が可能なケース 

2025年 12月１日からは、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への在留資格変

更許可申請において、以下のいずれかに該当する場合も提出書類の一部省略が認められるようになり

ました（派遣雇用は対象外）。対象となるか確認のうえ、申請を行うとよいでしょう。 

① 本邦の大学卒業（予定）者（大学院および短期大学卒業者を含む） 

② 海外の優秀大学卒業者：３つの世界大学ランキング中、２つ以上で上位 300位にランクインして

いる外国の大学が対象 

③「留学」から就労資格への在留資格に変更許可を受けた者を現に受け入れている機関において就 

労する場合：申請人が希望する在留資格を有する外国人（「留学」の在留資格から変更許可を 

受けた者に限る）が現に当該所属機関に雇用されており、同外国人が当該所属機関において就 

労中に少なくとも１度の在留期間更新許可を受けている場合が対象 

 

【出入国在留管理庁「在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」】 

https://www.moj.go.jp/isa/10_00240.html  

 

冬季の労災対策                             

 凍結や降雪により労働災害が増加しやすい時期になってきました。しっかりと対策を講じて、予防し

ていきましょう。 

◆屋 外 



 

 

 

 最も発生しやすいのは転倒災害です。以下の点は重点的に確認するようにしましょう。 

・転倒防止用マット、融雪剤、除雪用具等を用意しているか 

・凍結等で滑りやすい箇所に滑り止めの措置が行われているか。また、日没後の照明の照度が十分に

あるか 

・建物の入り口や、水が溜まりやすい床等に吸水マットを敷くといった措置を講じているか 

 転倒リスクの高い場所・行為の労働者への周知や、靴・服装の選択からリスクを軽減することも重

要です。また、除雪作業を行う際は一層の安全対策を講じ、労働者に対し手順や注意事項を十分に

説明する必要があります。 

 業務で自動車等運転が必要な場合は、交通労働災害の対策も行いましょう。冬用タイヤへの交換や点

検を徹底し、あらためて安全運転に関する教育を実施するべきです。 

 

◆屋 内 

 温度や湿度の設定を適切に行うことで、寒さによるパフォーマンスの低下やミスといったリスクを軽

減することができます。だたし、一酸化炭素中毒のリスクがあるため、燃焼式暖房機器を使用する際

は換気措置を行いましょう。また、暖房機器の周辺に可燃物等を置かないよう整理しましょう。 

 

労働者への周知や注意喚起が必要な点も多いため、教育プログラム等を適宜実施しましょう。また、

冬は日照時間が短くなるため、メンタル不調になりやすい季節でもあります。通勤時間や休憩時間を

柔軟に選択できる制度等が導入されていない場合は、併せて検討することをお勧めします。 

  

ハラスメント相談窓口が「あるのに機能していない」という矛盾       

●制度が信頼されていない現実 

厚生労働省の実態調査によれば、パワハラ相談窓口を「設置している」という企業は全体の 7割以上

に達していることをご存知でしょうか？ 一方で、実際にパワハラを経験した労働者のうち、約 35％

以上が「相談窓口に相談していない」という実態が明らかになっています。さらに驚くべきことに、

相談があったとしても、企業が「何もしなかった」と判断されるケースがパワハラで 53.2%にも上っ

ているのです。窓口があるのに使われていない、あるいは使っても実効性がないと判断されている―

―これは単なる運用の問題ではなく、本質的な課題だと考えられます。 

窓口を設置することは、法律上のコンプライアンス要件を満たします。しかし重要な問題は、「窓口

が存在すること」と「実際に紛争を解決すること」は全く別の次元にあるという点です。 

 

●「見えないプロセスへの信頼」が解決を左右する 

被害者が相談窓口を利用するかどうかを決める際、最も重視するのは「相談しやすさ」ではなく、

「相談した後に本当に解決するのか」「訴えが真摯に受け止められるのか」という見えないプロセス

への信頼だと考えられます。このプロセスが不透明だと、被害者は窓口があっても利用を躊躇しま

す。結果として問題は潜在化し、職場環境は悪化し、やがて労働紛争や訴訟へと発展するリスクが高

まります。 

相談窓口を単なる「あるべき制度」として形式的に運用するのではなく、実際に被害者の声を受け



 

 

 

止め、問題を解決し、職場を改善するための実質的なツールとして機能させることが求められている

ようです。 

実効性のある相談窓口の設置やハラスメント防止体制の構築、プロセス設計について、一度考えてみ

る必要がありそうです。 

 

失業保険の申請サポートをめぐるトラブルに注意              

国民生活センターは、「失業保険の受給額や受給期間が増える」とうたう申請サポートに関する相談

が増えているとして、注意を呼びかけました。東京労働局も同様に、「失業保険の金額・期間を増や

せる」と宣伝する業者に関するトラブルへの注意喚起を発信しています。失業保険は、ハローワーク

（公共職業安定所）での申請と審査に基づき支給される公的支援制度であり、外部事業者が給付内容

を増やせるものではありません。 

 

◆過度な宣伝と解約をめぐるトラブルが多発 

全国の消費生活センターには、「サポートを依頼すれば受給額が増えると思ったが実際には増えなか

った」「途中で解約を申し出たところ高額な違約金を請求された」といった相談が寄せられていま

す。申請サポート契約の中には、広告や勧誘の段階で過度な期待を持たせる表現が使われているケー

スもあり、契約内容の理解不足によるトラブルが増えています。契約前に、サービス内容と費用、解

約条件が妥当かどうかを慎重に確認することが重要です。 

 

◆不正受給を促す悪質な事例も 

さらに深刻なのは、不正受給を促すかのような誘導が見られる点です。実際にはメンタル不調がない

にもかかわらず「うつ病と診断されるためのマニュアル」が送られてくるなど、虚偽の申請を促すケ

ースが報告されています。不正受給が行われた場合、受給者本人が返還・納付を命じられるほか、詐

欺罪などの刑事罰の対象となる可能性があります。事実と異なる申告を求められた場合は、絶対に応

じてはいけません。 

失業保険は再就職を支援する大切な制度です。事業者との契約に不安を感じた場合やトラブルが生じ

た場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。 

 

【国民生活センター「失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意 ─不正

受給を促すかのようなケースも！─」】 

https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20251203_1.pdf 

【東京労働局「「失業保険の金額・期間を増やせる」とうたう申請サポートにご注意ください。」】 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_01662.html 

  

 

 

 



 

 

 

1 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］                

 

13日 

○源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

※ただし、６ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合には、令和７年 7月から 12月までの 

 徴収分を 1月 20日までに納付 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

 

2月 2日 

○法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表＞の提出［税務署］ 

○給与支払報告書の提出＜１月１日現在のもの＞［市区町村］ 

○固定資産税の償却資産に関する申告［市区町村］ 

○個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第４期分＞［郵便局または銀行］ 

○労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、10月～12月分＞［労働基準監督署］ 

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○労働保険料納付＜延納第 3期分＞ 

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 

○固定資産税に係る住宅用地の申告［市区町村］ 

 

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで 

○給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の提出［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与の支払者］ 

 

 

 

 

旧年中は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申しあげます。 

本年もよろしくお願いいたします。 

 

三愛経営労務管理センター 職員一同 


